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 この入札説明書は，地方自治法（昭和22年法律第67号），地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「施行令」という。），仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。），

仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。），本件の調

達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本市が発注する調達契約に関し一般競争入

札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなければならない

一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 公告日 令和7年3月25日 

 

２ 入札担当部局，問合せ先及び契約条項を示す場所 

 (1) 所 在 地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

 (2) 担 当 課：仙台市健康福祉局障害福祉部障害企画課（障害福祉サービス調整担当） 

(3) 連 絡 先: 電話022-214-8473 FAX022-214-8914 

 (4) 調達責任者：仙台市健康福祉局長 

 

３ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量  令和７年度仙台市障害者交通費助成事業に関する交付会場運営等業務委託   

一式 

 (2) 案件内容    別添仕様書のとおり 

 (3) 納入場所    別添仕様書のとおり 

 (4) 履行期間    契約締結日から令和７年９月26日まで 

 

４ 入札参加者に必要な資格 

  一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において，次に掲げる要件をす

べて満たす者で，本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。 

 (1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また，当該資格において営業種目の小分類を「一般印刷」及び「情報処理」及び「その他サー

ビス」で登録している者であること。 

 (2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 

 (3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

 (4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていない

こと。 

 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。 

 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。 

(7) 仙台市内に本・支店又は営業所があること。 

(8)  仙台市税又は現在の主たる事業所所在地の市町村税（特別区にあっては都税）、消費税及び

地方消費税の滞納がないこと。 

 (9) 資本金10,000,000円以上であること。 

(10) 令和2年4月1日以降に，地方公共団体における住民への利用券等の交付等の会場運営に係る

業務の委託を履行した実績を有すること。 

(11) 企業連合にあっては，一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし，以下の

全ての条件を満たしていること。 

ア 全ての構成員が，上記(1)から(10)に掲げる要件を満たしていること。ただし，上記(1)の営
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業種目の要件，(9)及び(10)の要件は，代表構成員が該当すれば可とする。なお，(10)の要

件は，履行実績が単独企業によるものではなく，企業連合等（共同企業体を含む）としての

実績の場合は，代表構成員又は構成員として，業務を履行した場合に履行実績として認める

ものとする。 

イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として，又は単独により本入札に参加してい

ないこと。 

ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。 

エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に，企業連合を成立させていること。 

オ 業務完了時まで，代表構成員の変更がないこと。 

カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは，構成員の変更がないこと。 

 

５ 入札参加者に必要な資格の確認等 

 (1) 本入札の参加希望者は，４に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため，

次に従い，一般競争入札参加申請書（添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申

請書類」という。）を提出し，本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けな

ければならない。 

なお，期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた

者は，本入札に参加することができない。 

   ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書 

         （添付書類） 

② 業務実績調書（別添様式１） 

 ※当該実績の契約書（仕様書を含む）の写しを添付すること。添付書類か

ら履行内容が確認出来ない場合は，追加資料の提出を求めることがある

ので注意すること。 

③ 暴力団排除に係る誓約書（別添様式２） 

④ 市税の滞納がないことの証明書又は主たる事業所所在地の市町村税（特別

区にあっては都税）を滞納していないことの証明書又はその写し 

⑤ 消費税及び地方消費税に関する証明書（納税証明書又は未納税のない証明

書）又はその写し 

⑥ 履歴事項全部証明書の原本 

なお，企業連合にあっては，上記①から⑥に加え，別添様式により作成した下

記⑦から⑨の書類を提出すること。 

⑦ 委任状（企業連合用）（別添様式３） 

⑧ 企業連合協定書（別添様式４） 

⑨ 企業連合届出書（別添様式５） 

   イ 提出期間：令和7年3月25日から令和7年4月4日まで（持参の場合は，土曜日，日曜日及び祝

日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。郵送の場

合は，令和7年4月4日を受領期限とする。） 

   ウ 提出場所：２に同じ 

   エ 提出方法：持参又は配達証明付き書留で郵送すること。 

          なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。 

 (2) 入札参加者に必要な資格の確認は，上記の提出期限の日以後，本市の審査により行うものと

し，その結果は令和7年4月8日までに通知する。なお，本入札への参加資格があると認められた
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者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。 

 (3) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても，開札が終了

するまでは，入札を辞退することができる。入札を辞退するときは，辞退届（任意様式）を上

記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室

内で辞退届を提出した場合は，即時に入札室を退室すること。また，当該入札の辞退を表明し

ている入札書を投函した場合（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。）は，無効の入札

書を投函したものとみなす。 

 (4)  本入札の参加希望者は，本市「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガ

イドライン」（以下「ガイドライン」という。）に留意すること。なお，ガイドラインに関す

るホームページのアドレスは下記のとおり。 

https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html 

なお，ガイドラインの６(4)において，ガイドラインの対象となる業務については再委託が

禁止されていることに注意すること。 

また，ガイドラインの５(9)により，個人情報を取り扱う作業に着手する前に，個人情報保

護責任者が仙台市の指定する個人情報保護及び情報セキユリティに関する研修を受講している

必要があることに注意すること。個人情報保護責任者が過去に当該研修を受講していない場合

は，下記アドレスのホームページで当該研修の詳細及び日程を確認すること。 

 https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/kenshu.html 

  

６ 仕様書に対する質問 

 (1) 本入札の参加希望者で，別添仕様書に対する質問（見積に必要な事項に限る。）がある場合

は，次に従い提出すること。 

   ア 提出書類：質疑応答書（別添様式。質問事項を記載すること。） 

   イ 提出期間：５(1)イに同じ。 

   ウ 提出場所：２に同じ 

   エ 提出方法：５(1)エに同じ。 

 (2) (1)の全ての質問に対する回答は，令和7年4月8日までに，本入札説明書を公開しているホー

ムページ内に掲載する。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 日 時：令和7年4月15日 午後2時00分 

         ただし，郵便による入札の受領期限は令和7年4月14日とする。 

 (2) 場 所：仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 

        仙台市役所上杉分庁舎2階第3会議室 

         ただし，郵便による入札のあて先は「仙台市健康福祉局障害福祉部障害企画課

（障害福祉サービス調整担当）」とすること（住所は２に同じ）。 

  なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること（電話番号022-214-8473）。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金：免除 

 (2) 契約保証金：免除 
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９ 入札及び開札方法等 

 (1) 入札書は持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）すること。電報，電話その他の方

法による入札は認めない。 

 (2) 入札参加者又はその代理人は，仕様書，図面及び契約書案並びに規則を熟知の上，入札をし

なければならない。 

 (3) 入札参加者又はその代理人は，本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはでき

ない。 

 (4) 入札室には，入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以下「入札

関係職員」という。）及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし，

入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。 

 (5) 入札参加者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室することができな

い。 

 (6) 入札参加者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札関係職員に一般競争

入札参加資格認定通知書（５の手続きにより本市から交付を受けたもので，写しによることが

できる。）及び身分を確認できるもの（マイナンバーカード，自動車運転免許証，会社発行の

写真付き身分証等ですべて原本）並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関

する委任状（別添様式によること。）を提示又は提出しなければならない。 

 (7) 入札参加者又はその代理人は，入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合

のほか，入札室を退室することができない。 

 (8) 入札室において，次の各号の一に該当する者は，当該入札室から退去させるものとする。 

   ア 公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者 

   イ 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るため連合をした者 

 (9) 入札参加者又はその代理人は，別添様式による入札書を作成し，提出すること。なお，入札

書には，次の事項を記載すること。 

   ア 件名（令和７年度仙台市障害者交通費助成事業に関する交付会場運営等業務委託） 

   イ 入札金額（総額（課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き）） 

   ウ 日付（持参の場合は入札日を，郵送の場合は発送日を記入すること。） 

   エ 宛て先（「仙台市健康福祉局長」と記入すること。） 

   オ 入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号） 

   カ 入札者氏名及び押印。ただし，押印を省略する場合は，本件責任者及び担当者の部署名，

氏名及び連絡先を記入すること。 

 (10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日本国通

貨による表示に限る。 

 (11) 持参による入札の場合においては，入札書を封筒に入れ，かつ，その封皮に入札参加者の氏

名（法人にあっては，その名称又は商号），件名及び入札日を表記し，７(1)に示した日時に，

７(2)に示した場所において提出しなければならない。 

 郵便による入札の場合においては，二重封筒とし，表封筒に入札書在中の旨を朱書きし，入

札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ，７(1)に示し

た受領期限までに，７(2)に示した場所に到達するよう郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）

しなければならない。なお，この場合，中封筒の封皮には，上記の持参による入札の場合と同

様に必要事項を記載しておくこと。 

 (12) 入札金額は，一切の諸経費（ただし，仕様書において発注者が負担することとしているもの
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を除く。）を含めて見積もった金額とすること。 

 (13) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするの

で，入札参加者又はその代理人は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず，見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金

額を入札書に記載すること。 

 (14) 入札書及び委任状は，ペン又はボ－ルペンを使用すること（えんぴつ等の容易に消去可能な

筆記用具は使用しないこと）。 

 (15) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限

る）から提出された書類を本市の審査基準に照らし，採用し得ると判断した者のみを落札決定

の対象とする。 

 (16) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限

る）は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることができない。 

 (17) 入札執行主務者は，入札参加者又はその代理人が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合

で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札参加者又は

その代理人を入札に参加させず，又は当該入札を延期し，若しくはこれを取りやめることがで

きる。 

 (18) 開札は，入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において，入札参

加者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会

わせてこれを行う。 

 (19) 開札をした場合において，入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札

権限を受任している者に限る）の入札のうち予定価格以下の入札がないときは，直ちに，再度

の入札を行うことがある。ただし，郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお，再度の入

札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合，辞退届の提出は不要とする。 

  

10 入札の無効 

  次の各号の一に該当する入札書は無効とし，無効の入札書を提出したものを落札者としていた場

合には落札決定を取り消す。 

 なお，本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても，開札時点において，

４に掲げる資格のないものは，入札参加者に必要な資格のない者に該当する。 

 (1) ４に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書 

 (2) 要綱第４条第１項の規定により，入札参加資格を失った者の提出した入札書 

 (3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書 

 (4) 入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並びに入札者氏名の記載のな

い又は判然としない入札書 

 (5) 代理人が入札する場合は，入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並

びに入札者氏名（代理人の氏名）の記載のない又は判然としない入札書 

 (6) 件名又は入札金額の記載のない入札書（「０円」または「無料」等の記載は入札金額の記載

のない入札書とみなす。） 

 (7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書 

 (8) 入札金額の記載が不明確な入札書 

 (9) 入札金額を訂正した入札書 
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 (10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書 

 (11) ７(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

 (12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書 

(13) 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出し

た入札書 

 (14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）」に違反し，価

格又はその他の点に関し，明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入

札書 

 (15) 当該入札の辞退を表明している入札書（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。） 

  (16) その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

11 落札者の決定方法等 

(1) 有効な入札書を提出した者であって，予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を

落札候補者とする。 

 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，当該入札者(入札室に

入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において，当該

入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のな

い本市職員にこれに代わってくじを引かせ，落札候補者を決定する。 

(3)  落札候補者に対しては，別添契約書案及び仕様書に規定する個人情報保護規定の遵守の可否

について調査を行い，その結果を外部委託審査会で審査（※）し，個人情報保護の対策が適切

かつ十分に取れることが承認された場合に落札者とする。承認を得られない場合にあっては，

当該落札候補者に次いで低い価格で入札した者について同様の調査を行い，落札者を決定する。 

なお，次順位の者が承認を得られない場合は，順に低い価格の入札者について同様の手続き

を行う。 

 ※ 詳細については，「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライ 

ン」を参照すること。ホームページアドレスは下記のとおり。 

 https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html 

 (4) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったときは，速

やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求を行った入札

者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合において

は，無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者に書面により通知する。 

(5) 落札者が，規則第14条で定める期日まで，契約書の取交わしをしないときは，落札の決定を

取り消す。 

 

12 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い 

  開札日から落札決定までの間に，次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは，当

該入札を無効とする。落札決定後，契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当すること

となったときは，当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより，落札候補者又

は落札者に損害が発生しても，本市は賠償する責を負わない。 

 (1) 「４ 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 

 (2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになっ

たとき。 
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 (3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。 

 

13 留保条項 

本入札は，令和7年度予算が発効する令和7年4月1日以降に行うことから，当該調達にかかる令

和7年度予算が成立しない場合は，本入札は中止とする。この場合に，５(2)の申請書類を提出し

た参加希望者への審査結果の通知，及び６(1)の仕様書への質問回答は行わないものとする。 

 

14 契約書の作成 

 (1) 落札者は，交付された契約書に記名押印し，契約書の取交わしを行うものとする。 

 (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

 (3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ，確定しないもの

とする。 

 

15 支払いの条件 

  別添契約書案による。 

 

16 契約条項 

  別添契約書案及び規則による。 

 

17 その他必要な事項 

 (1) 入札をした者は，入札後，この入札説明書，契約書案，仕様書，図面，質疑応答書等につい

ての不知又は不明を理由として，異議を申し立てることはできない。 

 (2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については，すべ

て当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。 
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留意事項 

 

 入札説明書本文に記載のとおり，一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類

等が必要となります。不備がある場合，失格又は入札無効となる場合がありますのでご

注意ください。なお，一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。 

 

 

１ 一般競争入札参加申請時の提出書類 

 

 □ 一般競争入札参加申請書 

 

（添付書類） 

□ 業務実績調査（別添様式１） 

※入札参加資格を満たしていることがわかる書類（契約書及び仕様書等の写し）を

添付すること。 

□ 暴力団排除に係る誓約書（別添様式２） 

□ 市税の滞納がないことの証明書又は主たる事業所所在地の市町村税（特別区にあ

っては都税）を滞納していないことの証明書又はその写し 

□ 消費税及び地方消費税に関する証明書（納税証明書又は未納税のない証明書）又

はその写し 

□ 履歴事項全部証明書の原本 

 

(以下は，企業連合の場合のみ提出すること。) 

□ 委任状（企業連合用）（別添様式３） 

□ 企業連合協定書（別添様式４） 

□ 企業連合届出書（別添様式５） 

 

 

 

２ 入札時の必要書類等（持参の場合） 

 

 □ 一般競争入札参加資格認定通知書（写し可） 

 

 □ 身分を確認できるもの 

  （マイナンバーカード，自動車運転免許証，会社発行の写真付き身分証明書等。た

だし，原本に限る。写真付き名刺，健康保険証は不可。） 

 

 □ 代理人が入札する場合は，委任状（本市様式に限る。） 

 

 □ 入札書（本市様式に限る。） 

 

 □ 入札用封筒 


